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旭丘・小竹地域における保護者および地域説明会等で寄せられた 

主な意見等に対する区の考え方（第４回） 

Ⅰ 対応方針案について 

№ 主な意見 意見に対する区の考え 

１ ○なぜ対応方針案を変更

したのか。 

 

〇従来の対応方針案は、旭丘・小竹地域における過小規模校の

解消、学校施設の改築、小中一貫教育を含めた新たな教育需

要への対応など複合的な課題に総合的に取り組むため、平成

26年度の児童生徒数の状況等を踏まえ、平成28年８月にま

とめたものです。 

○対応方針案の作成当時、３校ともに過小規模校（11学級以

下）でしたが、旭丘小学校・小竹小学校の児童数は増加して

きており、小竹小学校については平成29年度から12学級の

適正規模となっています。今後の児童生徒数については、３

校ともに平成35年度推計では、増加する見込みです。 

○施設面においては、３校ともに築50年を超えており、新たな

小中一貫教育校の改築は、計画から校舎完成まで概ね７～８

年を要することなどから、旭丘小学校・旭丘中学校を先行し

て新校の設置に向けた準備を開始する対応方針案に変更し

ました。新校における小学校の通学区域については、当面、

旭丘小学校の通学区域を基本としています。 

〇「当面」の期間を含め、小竹小学校の統合時期については、

今後の児童数の動向を見定めつつ、引き続き、保護者や地域

のご意見を伺いながら検討していきます。 

 

２ ○通学区域の扱いにおけ

る「当面」とは具体的に

どれくらいの期間を想

定しているか。 

 

３ 〇対応方針全体を見直し

たほうがよいのでは。 

 

〇小竹小学校については、現状は適正規模となっていますが、

旭丘小学校・旭丘中学校については今後も適正規模の確保は

困難な見込みです。 

○また、区全体の人口推計では、今後10年後程度から年少人口

は減少傾向となる見込みであり、３校を再編し新たな小中一

貫教育校を設置するという基本的な考え方については変更

しておりません。 

〇旭丘小学校・旭丘中学校を先行して新校の設置に向けた準備

を開始し、小竹小学校の統合時期については、今後の児童数

の動向を見定めつつ、引き続き、保護者や地域のご意見を伺

いながら検討していきます。 

 

４ 〇小竹小学校は適正規模

であるのに、なぜ統合

の対象なのか。 

 

５ ○小竹小学校の閉校は確

定しているのか。 
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６ ○財政的な考え方だけで

強引に統廃合を進める

べきではない。 

 

〇区の児童生徒数はピーク時の約６割となっており、区全体の

人口推計では、今後 10 年後程度から年少人口は減少傾向と

なる見込みですが、学校数はピーク時と大きく変わっていま

せん。また、区の学校施設は、全体の約半数が築 50 年以上

経過しています。改築をした場合の１校あたりの改築費用

は、校舎のみで約 25 億円、体育館等を含めると約 36.7 億円

です。 

〇こうした状況の中で、児童生徒の良好な教育環境を確保する

とともに、学校施設の適切な維持管理をしていく必要があり

ます。 

〇旭丘小学校・小竹小学校・旭丘中学校の３校を新たな小中一

貫教育校に再編する対応方針案は、旭丘・小竹地域において

より良い教育環境を提供することを目的としています。 

〇旭丘・小竹地域における過小規模校の解消、学校施設の改築、

小中一貫教育を含めた新たな教育需要への対応など複合的

な課題に総合的に取り組むため、引き続き、保護者や地域の

ご意見等を伺いながら検討していきます。 

 

７ ○旭丘・小竹地域の子ど

もたちにとって、より

良い教育環境を作るこ

とができる対応方針案

と感じたので、早急に

進めてほしい。 

 

〇旭丘小学校・小竹小学校・旭丘中学校の３校を新たな小中一

貫教育校に再編する対応方針案は、旭丘・小竹地域において

より良い教育環境を提供することを目的としています。 

〇３校は平成 23 年度から小中一貫教育に取り組んでおり、地

域特性を活かした３大学との連携についても進めています。

旭丘・小竹地域における過小規模校の解消、学校施設の改築、

小中一貫教育を含めた新たな教育需要への対応など複合的

な課題に総合的に取り組むため、これまでの取組を一層進め

るとともに、施設一体型の小中一貫教育校を設置することに

よって、魅力ある学校づくりを進めていきたいと考えていま

す。 

○現在、保護者や地域のご意見等を伺いながら、対応方針案に

ついて検討を進めています。説明会等を通じて、変更した対

応方針案に対するご意見等を踏まえ、今後、対応方針を決定

していく考えです。引き続き、説明会を開催するなど、情報

提供に努めていきます。 

 

８ ○今後のスケジュールが

未定のままでは、小竹

小学校の児童・保護者

は不安なため、具体的

な 方針 を示 して ほし

い。 
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９ ○新校の小学校の通学区

域外であっても、希望

があれば就学できるよ

うに配慮してほしい。 

 

〇新たな小中一貫教育校における小学校の通学区域は、当面、

旭丘小学校の通学区域を基本としていますが、小竹地域から

の希望者の受け入れについては、新校の設置に向けた準備会

等の中で通学区域の特例の適用を検討していきます。 

〇新校の施設規模については、３校の統合・再編に向けた今後

の検討状況や通学区域の取扱等を踏まえ、検討していきま

す。 
 

【通学区域の特例について】 

〇練馬区小中一貫教育推進方針（平成 28 年６月策定）では、

施設一体型小中一貫教育校において、通学区域が重なる場合

の指定校変更による受け入れについて柔軟に対応すること

としています。区の施設一体型小中一貫教育校である大泉桜

学園においても通学区域の特例を適用しています。 

 

10 ○新校の校舎規模はどう

なるのか。 

11 ○準備会の検討開始時

期・検討期間・検討内容

は。 

 

○教育委員会で対応方針を決定した後に、新たな小中一貫教育

校の設置に向けた準備会を設置し、新校が完成するまでの概

ね７～８年の期間の中で具体的な検討を行っていきます。 

○検討内容については、これまでの３校の取組や特色を新校に

引き継ぎ、より発展させ、地域の特性を活かした魅力ある学

校づくりを進めていくため、新校の校舎整備、校名・校歌・

校章、交流活動、就学、学校指定用品、歴史の保存などを予

定しています。 

○構成員については、３校の保護者および町会・自治会の代表、

学校関係者、学校長等を中心に、今後、検討していきます。 

○また、準備会での検討状況については、適宜、保護者や地域

に情報発信を行っていくとともに、必要に応じて説明会を開

催する等、広くご意見を伺いながら進めていきたいと考えて

います。 

 

12 〇新校の準備にあたって

は、準備会の位置づけ

を第三者委員会とした

り、構成員を公募する

など工夫して広く意見

を聞いてほしい。 

13 ○準備開始から新校設置

まで概ね７～８年を要

するのであれば、教員

が 異 動 に よ っ て 変わ

り、小中一貫教育のメ

リットである切れ目の

ない教育ができなくな

るのではないか。 

 

○学校は各校の方針に基づき、学校長のもと、教員が継続的な

指導を行っています。新たな小中一貫教育校の設置までの間

に、教員が異動した場合についても指導の一貫性を保ち、児

童生徒への指導や見守りに支障がないよう準備を進めてい

きます。 
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14 ○小竹小学校の統合が決

定した場合、新校に転

校するタイミングはい

つか。転校の際には、最

大限配慮してほしい。 

 

○これまでの区の統合・再編における事例では、約２年間の「統

合準備期間」を設けており、今回の事例でも一定期間の「統

合準備期間」を設けるなど、児童に十分に配慮した対応をし

ていく必要があると考えています。 

○「統合準備期間」において、これまで以上に学校相互の連携

を密接にし、交流を深めるとともに、心のふれあい相談員に

よる相談時間を拡充するなど、新校での学習や学校生活が安

定したものになるよう取り組みます。また、学校公開日の相

互参観の実施など、保護者や教職員の交流も進め、新校での

教育活動が充実するように努めます。 

15 ○小竹小学校から旭丘

小・中学校の新校に入

学する場合に不安が生

じるため、何らかの対

応策を講じてほしい。 

 

16 ○世界では少人数教育が

主 流 と な っ て い るた

め、少人数学級を進め

てほしい。 

 

○日本と海外では教育事情が異なります。日本の学校では、行

事や学級活動によって人間関係を育むことができます。その

ためには、一定程度の学級規模が必要です。 

○「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関

する法律及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に

基づき、東京都では公立小学校第１学年は 35 人編制基準、

それ以外は 40 人編制基準により学級編制を行います。あわ

せて、東京都学級編制基準により小学校第２学年および中学

校第１学年にあっては、35 人編制基準を適用し、学級を編

制することが出来ます。 

○また、区立小中学校では、児童生徒の学力向上に向けて、少

人数指導やティームティーチングなどの個に応じた指導の

充実を図っています。 

 

17 ○小竹小学校は小竹地域

にとって重要なコミュ

ニティ拠点である。 

 

○小竹小学校を基盤として、様々な地域活動が活発に行われて

いることは承知しています。区としては、引き続き、様々な

地域活動について、地域のご要望に応じて支援していきたい

と考えています。また、避難拠点のあり方についても、今後

の検討状況や地域のご意見等を踏まえ検討していきます。 

 

18 〇小竹小学校が統合され

た場合の避難拠点はど

うなるのか。 

 
           



5 

 

19 ○新校に保育園・学童・児

童館・敬老館などを複

合化し、多世代交流を

行える施設としてほし

い。 

 

○学校施設管理基本計画（平成 29 年３月策定）において、学

校施設の改築の際には、学校運営や教育活動に配慮のうえ、

周辺の区立施設との複合化を検討することとしています。 

○新校の複合化については、説明会等でいただいたご意見を踏

まえ、近隣の施設状況や校地面積等を考慮して、今後、検討

していきます。 

 

20 〇小竹小学校の跡施設に

ついては、地域のコミ

ュ ニ テ ィ 施 設 や 体育

館・保育園など地域住

民や子どもが活用でき

る施設にしてほしい。 

 

〇跡施設については、説明会等でいただいたご意見等を踏ま

え、地域の状況や区民ニーズ等を考慮して、今後、検討して

いきます。 
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Ⅱ 小中一貫教育等について 

№ 主な意見 意見に対する区の考え 

21 ○なぜ区は小中一貫教育

の取組を進めているの

か。 

 

○区では、小学校と中学校が学習指導や生活指導における連携

を図り、９年間を見通した指導方針のもとで子どもたちを育

てる小中一貫教育に取り組んでいます。 

○また、区教育委員会では、「練馬区教育・子育て大綱」にお

いて「夢や目標を持ち困難を乗り越える力を備える子どもた

ちの育成」を目標として掲げています。小中一貫教育はこの

目標を実現するための施策の一つであり、①授業改善による

学力・体力の向上、②連携指導による豊かな人間性・社会性

の育成、③滑らかな接続による安定した学校生活の確保をね

らいとしています。 

 

22 ○なぜ施設一体型小中一

貫教育校にする必要が

あるのか。 

 

○旭丘小学校・小竹小学校・旭丘中学校の３校は平成 23 年度

から小中一貫教育に取り組んでおり、地域特性を活かした３

大学との連携についても進めています。これまで３校が取り

組んできた実績を踏まえ、新たな施設一体型小中一貫教育校

を設置することで、より高い教育効果を発揮できるものと考

えています。 

○９年間の一貫した教育活動を展開することができる施設一

体型の利点を生かし、小中学校教員が一体となって学力・体

力・豊かな心が調和した学びの充実を図っていきたいと考え

ています。 

 

23 ○小中一貫教育校は良い

ものであるので、この

まま進めてほしい。 

 

24 ○区内における施設一体

型小中一貫教育校の設

置状況は。 

○区では、全ての小中学校で、中学校区を基盤として小中一貫

教育を実践しています。区内における施設一体型小中一貫教

育校としては、平成 23 年４月に、大泉桜学園を開校してい

ます。 
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25 ○大泉桜学園の小中一貫

教育校の取組の効果に

ついて疑問である。 

 

〇大泉桜学園では、９年間を見通した学習指導によって、指導

方法の工夫や改善が図れるようになっていること、小中合同

行事や幅広い異学年交流が子どもたちの人間性や社会性の

育成につながっていること、小中教職員の協力体制によって

学校生活に対する満足度が上がっていることなどが確認さ

れています。 

○また、発達段階を踏まえ、１～４年生、５～７年生、８・９

年生の三期に分けて学習指導や生活指導を行っています。こ

うした学年段階の区切りを設けることで、各期のリーダーと

して４年生、７年生、９年生のリーダー性が育つとともに、

小学生が中学生を身近に感じて手本としたり、小学生のよき

先輩になろうという中学生の自覚が一層高まります。 

○大泉桜学園の開校に向けた取組や大泉桜学園の検証報告書

については、区ホームページに掲載しています。 

※トップページ＞子育て・教育＞教育＞学校教育・施設＞小中

一貫教育の推進＞小中一貫教育校大泉桜学園 

 

26 ○小学校と中学校を別々

し、節目を大切にする

教育をするべきではな

いか。 

27 ○施設一体型小中一貫教

育校のメリット・デメ

リットはなにか。 

 

○施設一体型小中一貫教育校のメリットは、児童生徒が発達段

階に応じて、小中学校の教員が一体となった学校で９年間の

義務教育を受けることができることです。教員間の連携強化

による指導の充実や異学年交流の活性化、同一施設内での小

学校から中学校への円滑な移行等が可能となり、より高い教

育効果が期待できます。 

○一方、デメリットは、９年間を一貫した学校に在籍するため、

人間関係が固定化されることや、他の小中学校のように児童

生徒が区切りを意識して新たな学校生活をスタートさせる

ことが難しいことです。こうしたデメリットについては、

様々な異学年交流の実施や学年段階の区切りを設けること

等により、解消できるよう学校で対応しています。 

 

28 ○施設一体型小中一貫教

育校になった場合、小

学校から標準服（制服）

を着用することになる

のか。小学校からの標

準服（制服）の着用は必

要ないのでは。 

 

○標準服（制服）の着用などについては、対応方針の決定後に

設置される準備会の中で検討していくことになります。 

○なお、大泉桜学園では、小学校１年生から任意着用で標準服

を導入しており、小学校５年生からは儀式的行事の際には標

準服または標準服に準じた服装を指導しています。 

 



8 

 

Ⅲ 改修改築について 

№ 主な意見 意見に対する区の考え 

29 ○区内で最も古い小竹小

学校を改築すべきでは

ないか。 

 

〇区には、区立小中学校が 99 校あり、築 50 年以上経過して

いる学校が約半数を占めています。学校施設の改築について

は、建築年数や児童生徒数の動向等を総合的に考慮し、今後、

改築校の選定を行っていきます。改築までの間は、各校の施

設の状況に応じ必要な改修を行い、児童生徒の安全を確保し

ます。 

〇小竹小学校の施設状況については、平成 21 年度に耐震改修

工事が完了しています。その後も、日常点検のほか、定期点

検や法定点検を行い、適切な維持管理を行っています。引き

続き、施設状況を適切に把握したうえで必要な改修等を行う

ことで、児童の安全を確保していきます。 

 

30 ○小竹小学校は現時点で

築59年を経過している

が、安全性はどうなの

か。 

31 ○現在５校が改築中であ

るが、小竹小学校より

も築年数が古いのか。

また、その５校がなぜ

改 築 す る に 至 っ たの

か。 

○小竹小学校および現在改築中の５校の建築年度は以下のと

おりです。現在改築中の５校については、練馬区耐震改修促

進計画（平成 19 年３月）等に基づき、改築工事を実施して

います。 

(小竹小学校：昭和 33 年度、関町北小学校：昭和 35 年度、石

神井小学校：昭和 36 年度、大泉東小学校：昭和 37 年度、下

石神井小学校：昭和 45 年度、大泉西中学校：昭和 47 年度) 

○なお、小竹小学校については、平成 21 年度に耐震改修工事

を実施しており、前述の計画で定める耐震基準を満たしてい

ます。 

 

32 ○小竹小学校の体育館

は、地下鉄の上に建築

されており、また、軽量

鉄骨のため安全性に問

題 が あ る の で は ない

か。 

 

○小竹小学校の体育館は、他の区立小・中学校の体育館でも多

く採用されている鉄骨造（Ｓ造）の体育館です。昭和 59 年

に新耐震基準に基づき建築されており、耐震性に問題はな

く、施設の安全性は確保されています。 
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Ⅳ その他 

№ 主な意見 意見に対する区の考え 

33 〇旭丘中学校周辺の道路

は、ガードレールが途

中で終わっているなど

危 険 な 箇 所 が あ るた

め、登校するには危険

ではないか。 

 

○新たな小中一貫教育校の改築に合わせて、周辺の道路等の安

全面の確保について対応していきます。また、スクールゾー

ンや防犯カメラの設置箇所などの見直しについても検討し、

安全・安心に配慮していきます。 

 

34 ○小竹小学校において、

小竹地域を対象にした

説明会を開き、意見を

聞いてほしい。 

○説明会については、旭丘・小竹両地域の保護者や地域を対象

として開催しています。 

〇個別の説明会等については、保護者や地域からのご要望に応

じて別途、対応いたします。 

 

35 〇今後も、新校に最も大

きく関わる幼稚園・保

育所の保護者への周知

を行ってほしい。 

 

○説明会の開催については、区ホームページで周知するととも

に、学校を通じて案内文書を保護者へお配りし、町会につい

ても公設掲示板への掲示と回覧をお願いしました。また、今

回の説明会から、近隣の幼稚園と保育所の保護者への周知依

頼についても各園に行いました。 

○説明会で使用した資料やいただいたご質問・ご意見について

は、区の考え方も含めて区ホームページに掲載する等、今後

も保護者や地域への情報発信に努めていきます。 

36 〇説明会の開催結果につ

いても、小・中学校の保

護者や、幼稚園・保育所

の保護者、そのほかの

地域住民などにも広く

周知してほしい。 

 


